
令和２年度 事業報告 

 

Ⅰ．事業概要 

 公益財団法人目黒区勤労者サービスセンターは、昭和 56 年 4 月、目黒区における中小

企業の振興を目的として、中小商工業の事業主及び従業員に対する福利厚生制度の充実を

図るため、商工業者と目黒区により設立された目黒区勤労者共済会を母体とする。 

平成 2 年 3 月、目黒区からの出資金 3 億円を基本財産として東京都知事から設立許可を

得て、財団法人となる。 

その後、平成 20 年 12 月、国の新公益法人制度施行に伴い、平成 22 年 9 月、東京都知

事あて公益財団法人への移行認定を申請した。平成 23 年 3 月、東京都知事から公益財団

法人として認定され、同年 4 月 1 日に登記し、公益財団法人へ移行した。 

この法人の目的は「目黒区内の中小企業に勤務する勤労者と事業主及び区内に居住し区

外の中小企業に勤務する勤労者及びその家族並びに区民（以下「中小企業勤労者等」とい

う。）に対し、総合的な福祉事業を行い、もって中小企業勤労者等の福祉の向上を図るとと

もに、中小企業の振興並びに地域社会の発展に寄与すること」である。 

この目的を達成するために以下の事業を行っている。 

⑴ 中小企業勤労者等の生活の安定及び財産形成に資する事業 

⑵ 中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業 

⑶ 中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に資する事業 

⑷ 中小企業勤労者等の給付に関する事業 

⑸ 中小企業勤労者等の健康管理促進に関する事業 

⑹ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

Ⅱ．事業活動 

令和２年度における事業活動の結果は下記に記述するとおりであるが、大要としては、 

公益目的事業については、年度を通じて新型コロナウイルス感染症の影響を受け、人の移

動・外出・集合を伴う斡旋事業は販売数が減少し、又は中止したものがある。一方、人の

移動を伴わずに購入できるものや使用期限が長いものの斡旋事業は販売数が増加したもの

があった。 

共益事業については、令和元年度に比べて件数は減少したが、変化は少なかった。 

共通事業については、令和元年度と実績は同じであるが、新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、斡旋品目の減少により会報紙の紙面数を少なくする月号があった。 

【公益目的事業】 

１．中小企業勤労者等の生活の安定及び財産形成に資する事業（定款第 4 条第 1 項第 1 号） 

中小企業勤労者等を対象に、国・東京都・目黒区の勤労者福祉制度の普及啓発及び共済

事業や各種融資制度の紹介等を行った。 



内 容 実施件数等 

⑴ 国の独立行政法人勤労者退職金共済機構や全国労働者共済生活

協同組合連合会（全労済）を仲介・紹介し、中小企業退職金共済制

度や各種共済制度への加入促進を図った。 

また、当センターが団体加入している中央労働金庫の勤労者財産 

形成貯蓄制度や各種融資制度を紹介した。 

中退共制度（令

和３年３月３１

日 現 在 の 在 籍

数） 

事業所 5 所 

人数 10 名 

⑵ 公的機関等と連携を図り、公的な施策を普及啓発するなど中小企

業勤労者等の福祉推進事業への協力を行った。 
会報紙等掲載 

 

２．中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業（定款第 4 条第 1 項第 2 号） 

中小企業勤労者等を対象に健康増進・健康管理の機会の提供及び各種健康施設の利用促

進を図った。 

内 容 実施件数 R 元年度(参考) 

⑴ 健康増進事業として、旅行社の実施するハイキング等の ツ

アーを割引料金で参加できるよう契約を交わし、参加者を募

集した。事業掛金負担者に対しては、参加費の補助を年度内

２回（1 回 3,000 円）行った。 

  周知：令和 2 年 4 月号掲載(ポケカルが主催するツアー) 

8 人参加 20 人参加 

⑵ 健康管理を促進するため、人間ドック医療機関と割引受診

契約を交わし、割引料金で人間ドックを受診できるよう利便

を図った。事業掛金負担者に対しては、年度内１回 4,000 円

の受診料補助を行った。 

【契約医療機関】芙蓉診療所成人病医学センター、東京共済病院、

池袋ロイヤルクリニック、アルファメディック・クリニック、こ

ころとからだの元氣プラザ、アジュール竹芝総合健診センター、

池上総合病院、牧田総合病院、目黒ゆうあいクリニック、久野マ

インズタワークリニック、日扇会第一病院 

補助件数 

56 件 

補助件数 

78 件 

⑶ 健康維持のため、健康維持増進施設である温泉施設と割引

料金で利用できるよう契約を交わし、利用の便宜を図った。

事業掛金負担者に対しては、前期・後期各 8 枚を限度として

割引券（1 枚 500 円）を配布した。 

【契約施設】大江戸温泉物語、浦安万華郷、湯花楽厚木店、タ

イムズ スパ・レスタ、江の島アイランドスパ、みなとみ

らい万葉倶楽部、あしがらの温泉おんりーゆー、縄文天然

補助件数 

1,200 件 

補助件数 

2,372 件 



温泉志楽の湯、宮前平源泉湯けむりの庄、綱島源泉湯けむ

りの庄、天然温泉平和島、さがみ湖温泉うるり、としまえ

ん庭の湯、東京ドームスパラクーア、箱根湯寮 

⑷ 入浴施設の施設利用券を割引斡旋販売した。事業掛金負担 

者に対しては、箱根小涌園ユネッサンは 500 円、東京都公衆 

浴場共通入浴券は 700 円を補助し販売した。 
270 枚 386 枚 

 

３．中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に資する事業（定款第 4 条第 1 項第 3 号） 

中小企業勤労者等を対象に学習活動やレクリエーション活動等に対して援助を行った。 

内 容 実施件数 R 元年度(参考) 

⑴ 自己啓発及び文化教養を高めることを目的とした事業を

体験教室として実施した。なお、募集記事をめぐろ区報（令

和 3 年 2 月 15 日号）にも掲載することで、会員のみならず

区民にも参加を呼びかけた。1 回の人数を 10 名と少なく設

定し、教室数及び回数を増やした。 

① ワインでめぐる世界の旅教室（4 回） 

② 韓国語教室（1 回）  

③ 中国語教室（1 回） 

④ ゆがみ調整骨トレ教室（3 回）  

⑤ エゴスキュー体操で痛み解消教室（2 回） 

（全て目黒学園カルチャースクールで開催） 

   実施日：令和 3 年 3 月 29 日～31 日 計 5 教室 11 回 

101 人参加 

内区民 67 人 

5 教室、11 回 

52 人参加 

内区民 34 人 

1 教室、1 回 

※2 回実施

予定であっ

たが、新型

コロナウイ

ルス感染症

の影響で１

回を中止し

た。 

 目黒区勤労者美術展に参加を予定していたが、新型コロナ 

ウイルス感染症の影響により催行中止となったため参加で 

きなかった。 

中止 15 件 

⑵ 学習活動援助として、学習施設と割引契約を交わし、一般

より安価な料金で入学及び受講ができるよう利便を図った。

事業掛金負担者には、年度内１回 3,000 円の受講料補助を行

った。 

NHK 学園：生涯学習通信講座の受講料割引 

目黒学園カルチャースクール、東京写真学園、産経学園自由

が丘校：入学金免除 

LEC 東京リーガルマインド：入学金及び受講料の割引 

産経学園 

1 件 

目黒学園 

3 件 

産経学園 

１件 



⑶ レクリエーション事業としてバスツアー（3 回）、東京ディ

ズニーリゾート・ファンパーティーを予定していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響を考慮し、中止した。 中止 

バ ス ツ ア

ー４回 216

人参加、デ

ィ ズ ニ ー

100 人参加 

⑷ 旅行社の実施するツアーを割引料金で参加できるように

契約を交わし、会員のニーズに合ったツアーが選択できる

よう利便を図った。事業掛金負担者に対しては、年度内 2

回（1 回 3,000 円）の補助を行った。 

【契約旅行社】はとバス、東海汽船、9 月に新たにクラブツ

ーリズムを追加した。 

・会報紙掲載月：令和 2 年 4 月、9 月  

13 件 37 件 

⑸ 余暇活動に対する援助 

センターが指定する宿泊施設及び旅行代理店が提携する

宿泊施設において、割引料金で利用できるよう契約を交わ

し、利用の便宜を図った。事業掛金負担者に対しては、年度

内 2 泊（1 泊 2,000 円）の宿泊補助を行った。 

【契約宿泊施設】個別契約 21 施設、その他のグループ契約施

設（アース・インターナショナル、伊東園ホテルグルー

プ、休暇村協会、グリーンプラザグループ、東急ホテル

ズ、日本リゾートシステムグループ、ハイツ＆いこいの

村、フォレストグループ、リゾートトラストグループ、ル

ートインホテルズ、全国かんぽの宿、プリンスホテルグ

ループ、星野リゾート、国民宿舎協会、ダイヤモンドソサ

エティ） 

【契約旅行代理店】ＪＴＢ首都圏（自由が丘店、イオンスタ

イル碑文谷店）、近畿日本ツーリスト、小田急トラベル、

H.I.S.（ネット限定プラン） 

 

 

宿泊補助 

139 件 

 

 

 

 

 

 

 

宿泊補助 

323 件 

 

 

 

 

 

      ゴルフ施設、船宿、遊園施設等と割引料金で利用できる

よう契約を交わし、利用の便宜を図った。 

な   事業掛金負担者に対しては、ゴルフプレーは年度内１回

（3,000 円）、ゴルフ練習場利用は年度内 2 回（１回 1,000

円）、船宿利用は年度内 1 回（3,000 円）の補助を行い、ボ

ウリング場利用は年度内 8 回（1 回 400 円）、遊園施設につ

いては、通年・夏季・冬季の各季に 6 枚を限度として割引

ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｰ 

補助 16 件 

ｺﾞﾙﾌﾌﾟﾚｰ 

補助 19 件 

ｺﾞﾙﾌ練習

場補助 148 

件 

ｺﾞﾙﾌ練習

場補助 169

件 

船宿補助 

19 件 

船宿補助 

27 件 



券（1 枚 500 円補助）を配布し、東京ディズニーリゾート

利用については年度内 2 枚を限度として割引券（1 枚 1,000

円）を配布した。 

【契約ゴルフ施設】太平洋クラブ、山田クラブ 21：直営ゴル

フコース、㈱大宮カントリークラブ、㈱A・C インターナ

ショナル、㈱葉山国際カンツリー倶楽部、ジェイゴルフ、

OGM ゴルフ場、プリンスゴルフ場 

【契約ゴルフ練習場】スイング碑文谷、メグロゴルフクラブ、

オークラランドゴルフ練習場、馬込ゴルフガーデン 

【契約船宿】羽田・かめだや、川崎・中山丸、金沢八景・鴨

下丸、平塚港・正三郎丸、江ノ島・島きち丸、品川・三

河屋 

【契約遊園施設】通年 22 施設、夏季 6 施設、冬季 22 施設 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場

補助 265 

件 

ﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ場

補助 533

件 

通年遊園

補助 283

件 

通年遊園

補助 682

件 

夏季遊園

補助 137 

件 

夏季遊園

補助 319

件 

冬季遊園

補助 27 

件 

冬季遊園

補助 135

件 

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 

補助 221

件 

ﾃﾞｨｽﾞﾆｰ 

補助 1,034

件 

     レンタルショップ利用事業として、区内のレンタルショ

ップと契約し、当該店舗で物品をレンタルした場合、割引

料金で利用できるよう便宜を図った。事業掛金負担者に対

しては、年度内 3,000 円を限度に補助を行った。 

【契約店舗】ダスキンレントオール目黒ステーション 

7 件 5 件 

   指定店事業として、主に区内の店舗と契約し、当該店舗

で物品等を購入した場合、割引価格で購入できるよう利便

を図った。 

契約店舗 

46 店舗 

契約店舗 

43 店舗 

⑹ 映画館、美術館、博物館等の各種入場券、演劇、スポーツ

等の各種鑑賞券、レストラン食事券、プリペイドカード類、

産地直送品等を割引斡旋販売した。 

これらの内訳は以下のとおりである。 

  

サービスセンター事務局窓口で有効期限付 TOHO シネマ

ズ及び 109 シネマズで利用できるチケットを販売した。 

また、事業掛金負担者に対して、チケットぴあで映画観賞

券を購入する際、利用可能な補助券（１枚 500 円補助）を 4

月に 1 会員 4 枚を配布した。（前年度は 1 会員 8 枚配布） 

販売枚数

TC:812 枚 

109:458 枚 

補助枚数 

379 枚 

補助枚数 

2,356 枚 

(内窓口

886 枚) 

各種美術展、博物館等の入館券を割引斡旋販売した。 

事業掛金負担者に対して、契約料金から 400 円を補助し、

販売した。 
55 枚 1,054 枚 



各種演劇、歌舞伎、コンサート、ミュージカル、特別映画

券等の鑑賞券を割引斡旋販売した。 

事業掛金負担者に対しては、契約料金の約 20％を補助し、

販売した。 

12 枚 1,352 枚 

夏の食事券として、レストラン等の食事券を割引斡旋販 

売した。冬には食事補助券を配布し、支払いはレストラン 

等での直接払いとした。 

事業掛金負担者に対しては、食事券及び食事補助券 1 枚 

につき契約料金から 500 円又は 800 円を補助した。（前年 

度は割引斡旋販売のみ） 

478 枚 

夏 5 店 9

コース 

冬 7 店 15

コース 

1,067 枚 

夏 5 店 13

コース 

冬 5 店 12

コース 

   各種レストラン等で利用することができるジェフグルメ

カード（１セット 5 千円分）を割引斡旋販売した。 

事業掛金負担者に対しては、契約料金から１セットにつ 

き 350 円を補助し、販売した。 

913 セット 
1,033 セッ

ト 

     東京湾納涼船を計画していたが、主催者判断で催行中止

となったため販売できなかった。 中止 57 枚 

プリペイドカード類（nanaco ギフト券 5 千円、クオカー

ド 1 万円、図書カード NEXT5 千円、こども商品券 5 千円、

KFC カード 3 千円、ENEOS プリカ 5 千円、𠮷野家プリカ

3 千円、ユニクロギフトカード 5 千円、サーティワンアイス

クリームギフト券 2,500 円）を割引斡旋販売した。 

事業掛金負担者に対しては、契約料金の約 10％を補助し、

販売した。 

プリペイドカード類の販売が好調であり、取扱品目を増

やして対応した。 

nanaco ギ

フト 

1,054 枚 

nanaco ギ

フト 

729 枚 

クオカード 

1,197 枚 

クオカード 

897 枚 

図書カード

NEXT 

749 枚 

図書カード

NEXT 

680 枚 

こども商品

券 139 枚 

こども商品

券 66 枚 

KFC カード 

596 枚 

KFC カード 

202 枚 

ENEOS プ

リカ 

117 枚 

 



𠮷野家プリ

カ 

286 枚 

 

ユニクロギ

フトカード 

328 枚 

 

サーティワ

ンアイスク

リームギフ

ト券 

225 枚 

 

各種施設利用券（都内９庭園パスポート、東京ジョイポリ

スパスポート、東京ドームシティ特別チケット）を販売し

た。 

事業掛金負担者には 1 枚につき契約料金の約 20％を補助

し、割引斡旋販売した。 

また、横浜夜景クルーズチケットについては 500 円の補

助券を配布した。 

都内 9 庭園

14 枚 

東京ジョイ

ポリス 24 枚 

東京ドーム

シティ 17 枚 

横浜夜景ク

ルーズ 30 枚 

 

   東京ドームグループの「得 10 チケット」を割引斡旋販売

した。事業掛金負担者に対しては、契約料金から 1 枚につ

き 700 円を補助し、販売した。（前年度は 1 枚 600 円） 
53 枚 188 枚 

  「としまえん乗り物１日券」を割引斡旋販売した。事業掛

金負担者に対しては、夏の１日券を大人 2,200 円・こども

1,200 円、それ以外の期間の１日券を大人 1,200 円・こども

600 円で販売した。 

314 枚 916 枚 

  「東武動物公園のフリーパス」を割引斡旋販売した。事業

掛金負担者に対しては、契約料金から 1 枚につき 450 円を

補助し、販売した。 

533 枚 570 枚 

山形県の農協が販売する産地直送品や気仙沼市の海産物

等を割引斡旋販売した。事業掛金負担者に対しては、契約

料金の約 20％を補助し、販売した。 

お茶、さくらんぼ、桃、梨、ぶどう、メロン、洋梨、米、

リンゴ、海産物（干物等） 

1,050 件 

13 品目 

406 件 

6 品目 



⑺ “ありがとうキャンペーン”と題して、入手困難なチケッ

トを割引斡旋販売した。（会報紙掲載月：令和 3 年 1 月） 

①東京ディズニーランド日付指定券 

②劇団四季 3 種 S 席観劇券 

③ホテル雅叙園東京スイーツコース食事券 

 

① 200 枚 

② 214 枚 

③ 130 枚 

 

⑻ ㈱ローソンエンタテイメントが提供している「ローチケ

Biz+」に法人会員として加盟し、法人会員専用サイト内で予

約した美術館、博物館等の各種入場券、演劇やスポーツ等の

各種鑑賞券など様々なジャンルのチケットを、コンビニのロ

ーソンやミニストップの店舗で、チケット発券時の手数料が

かからず購入できるようにした。 

新規取扱 

 

 

【共益事業】 

１．中小企業勤労者等の給付に関する事業（定款第 4 条第 1 項第 4 号） 

内 容 実施件数 R 元年度(参考) 

中小企業勤労者の相互扶助精神に基づき、給付事由によ

り各種給付金を支給した。 

給付金及び事由は次のとおりである。 

祝金 6 種類（結婚、金婚、銀婚、出産、入学、成人） 

弔慰金 4 種類（本人、配偶者、子、親） 

見舞金 3 種類（入院、災害、障害） 

313 件 

(内訳) 

祝金 171 件 

弔慰金 61 件 

見舞金 81 件 

367 件 

(内訳) 

祝金 214 件 

弔慰金 53 件 

見舞金 100 件 

 

２．中小企業勤労者等の健康管理促進に関する事業（定款第 4 条第 5 号） 

内 容 実施件数 R 元年度(参考) 

事業所における健康管理を促進するため、労働安全衛生法

による従業員の定期一般健康診断を実施した事業所に対し、

受診した従業員である会員（事業掛金負担者）１人につき

2,000 円（支払額が 2,000 円未満の場合はその支払額）を補

助した。 

891 件 960 件 

 

【共通事業】 

１．会報紙の発行等（各事業共通） 

中小企業勤労者等の福祉事業に関する普及啓発を行った。 

内 容 実施件数 R 元年度(参考) 

⑴ 当センターが実施する各種事業の情報を掲載した会報紙 10 回 10 回 



を発行し、公共施設等で掲示及び配布を行い、広く事業の

周知を図った。事業掛金負担者に対しては、会報紙の発行

毎に送付した。 

⑵ 当センターのホームページに目黒区の情報や会報紙での

周知内容以外のものを情報提供した。また、協賛企業から

入場券等を提供いただき、無料プレゼント企画と題しホー

ムページ限定で事業掛金負担者から応募を受け当選者に配

布した。（ホテル雅叙園東京 百段階段チケット等） 

随時 随時 

⑶ 当センターへの入会案内をタウンページ登録の区内事業

所にダイレクトメールで送付し、当センターの周知を図っ

た。（前年度は目黒区内郵便局にポスター掲示、チラシ設置） 

なお、事業所拡大キャンペーンとして期間（令和 3 年 1

月 15 日~3 月 15 日）中に入会された場合の入会金及び会費

を無料とした。 

1 回 1 回 

 

２．加入事業所等の状況 

加入事業所数及び事業掛金負担者（会員）数の状況 

 令和元年度末 増件数 減件数 令和２年度末 

加入事業所数 1,028 所 30 所 77 所 981 所 

掛金負担者数 3,261 名 277 名 397 名 3,141 名 

※ 事業所拡大キャンペーン中の入会実績 

     事業所１７所、事業掛金負担者（会員）７６名 

 

Ⅲ．理事会及び評議員会 

１．理事会開催状況 

  ⑴ 令和 2 年度第 1 回定時理事会【令和 2 年 5 月 22 日：みなし決議】 

    議案第 1 号 令和元年度事業報告・・・承認 

議案第 2 号 令和元年度計算書類等・・・承認 

議案第 3 号 令和 2 年度定時評議員会における報告事項及び決議事項・・可決 

議案第 4 号 令和 2 年度定時評議員会の決議の省略及び報告の省略の方法による 

招集・・・可決 

 

⑵ 令和 2 年度第 1 回臨時理事会【令和 2 年 12 月 9 日：目黒区民センター】 

報告 1 理事長、副理事長及び常務理事の職務執行状況報告 

報告 2 令和 2 年度事業の状況と今後の事業実施及び財務状況の報告 

協議 1 給付金請求書等の様式における押印廃止 



協議 2 給付金等の支給方法の変更 

 

⑶ 令和 2 年度第 2 回定時理事会【令和 3 年 3 月 1 日：みなし決議】 

議案第 5 号  令和 3 年度事業計画・・・承認 

議案第 6 号  令和 3 年度収支予算・・・承認 

議案第 7 号  令和 3 年度資金運用管理方針・・・承認 

議案第 8 号  事業掛金負担者に関する規則の一部改正・・・可決 

議案第 9 号  給付規程の一部改正・・・可決 

議案第 10 号  契約職員就業規程の一部改正・・・可決 

議案第 11 号  令和 2 年度第 1 回臨時評議員会の招集・・・可決 

報告第 1 号  専決処分（給与規程の一部改正）の報告 

 

２．評議員会開催状況 

  ⑴ 令和 2 年度定時評議員会【令和 2 年 6 月 5 日：みなし決議】 

    報告第 1 号 令和元年度事業報告 

議案第 1 号 令和元年度計算書類等・・・承認 

議案第 2 号 監事の選任・・・可決 

議案第 3 号 監事の選任・・・可決 

 

⑵ 令和 2 年度第 1 回臨時評議員会【令和 3 年 3 月 15 日：みなし決議】 

    議案第 4 号  令和 3 年度事業計画・・・承認 

議案第 5 号  令和 3 年度収支予算・・・承認 

議案第 6 号  令和 3 年度資金運用管理方針・・・承認 

議案第 7 号  事業掛金負担者に関する規則の一部改正・・・可決 

議案第 8 号  給付規程の一部改正・・・可決 

 

Ⅳ．その他（情報交換、研修等） 

 ⑴ 公益法人協会 

 令和 2 年 9 月 11 日  主催セミナー（パワハラ対策・同一労働同一賃金）・・受講 

  ⑵ 東京都中小企業勤労者福祉サービスセンター協議会 

    令和 2 年 10 月 29 日  第 3 部会・・・出席 

    令和 3 年 2 月 15 日  幹事会・・・出席 

    令和 3 年 3 月 12 日  役員会・・・出席 

 令和 3 年 3 月 25 日  総会・・・出席 

⑶ 一般社団法人全国中小企業勤労者福祉サービスセンター 

令和 2 年 9 月 17 日 全福センター関東ブロック協議会・・・書面開催 

 



 

令和２年度事業報告には、法令で定める「事業報告の内容を補足する重要な事項」がな

いので、付属明細書を作成しない。 


